
こま武蔵台自治会掲示板規程 

                        平成１６年９月１８日制定 

第１章 総則 

第１条 この規程はこま武蔵台自治会掲示板を適正に使用するために定めるものとする。 

第２章 掲示物 

第２条 掲示物については、こま武蔵台自治会の押印を必要とする。 

 

第３条      営利を目的とした広告物は、掲示しない。 

 

第４条      掲示者は掲示物の期限経過後、直ちに処分すること。 

 

第５条      上記 4条において、掲示物に期日がない場合は、掲示押印日から２ヶ月以内には、

必ず処分をすること。継続して掲示したい場合は、再押印を必要とする。 

  付則 この規程は平成１６年１０月１日より発効する。 

 


